
別紙４ 

【 南アルプス市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の概要】 

 

第１ 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い 

〇概要  

令和６年４月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施

できるようになることから、以下の見直しを行う。 

ア 市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することを

運営基準上義務付けることに伴う手間やコストについて評価する新たな区分を設ける。 

イ 以下のとおり運営基準の見直しを行う。 

 ⅰ 居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居

宅介護支援事業者が指定を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみ

の配置で事業を実施することを可能とする。 

 ⅱ また、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に

従事する場合（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合であっ

て、その管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がないときに限る。）には兼

務を可能とする。 

ウ 居宅介護支援と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。 

 

第２ 利用料等の受領 

〇概要 ＜指定居宅介護支援事業者による指定介護予防支援の円滑な実施＞ 

指定居宅介護支援の基準では、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の

居宅において指定居宅介護支援を行う場合の交通費の支払を利用者から受けることができ

ることとされていることから、指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援

を行う場合についても、交通費の支払を受けることを認める改正が行われている。 

 

第３ 「書面掲示」規制の見直し 

〇概要 ※令和７年度から義務付け 

 運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所

内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面（紙ファイル等）又は電磁的記録の

供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」

に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則とし

て重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情報公表システム 

上）に掲載・公表しなければならないこととする。 



第４ 身体的拘束等の適正化の推進 

〇概要 

 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。 

 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付け

る。 

ア 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならないこと。 

イ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

 

第５ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング 

〇概要  

 人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの

質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活

用したモニタリングを可能とする見直しを行う。 

 ア 利用者の同意を得ること。 

 イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関

係者の合意を得ていること。 

  ⅰ 利用者の状態が安定していること。 

  ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のサポートがある

場合も含む）。 

  ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサ

ービス事業者との連携により情報を収集すること。 

 ウ 少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問す

ること。 

 

第６ 介護予防支援事業に関する情報提供の求め等 

〇概要 ＜指定居宅介護支援事業者による指定介護予防支援の円滑な実施＞ 

市町村において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、指定を受けて指定介

護予防支援を行う指定居宅介護支援事業者に対して、市町村から情報提供の求めがあった

場合は介護予防サービス計画の実施状況等を市町村に情報提供することを運営基準上義務

付ける改正が行われている。 


